南阿蘇桜公園特別管理業務仕様書

１ 業務名　南阿蘇桜公園特別管理業務

２ 業務内容
(1) 実施敷地内の下刈、枝切作業、剪定・間引き作業、雑木伐採・倒木片付け等桜の維持管理に必要な業務を行う
・草刈作業（乗用機械）
・草刈作業（仮払い機）
・剪定・間引き　
・雑木伐採・倒木片付け・焼却　
・肥料撒布　
・害獣防止薬設置　
※乗用機械１台あり
(2) 下刈方法は、資機材持込とし、草地及び樹木間の箇所を対象とする。
(3) 下刈は、肩掛式草刈機や草刈り用トラクターなど、場所により適切に行うとともに、作業中は、人及び車等への飛び石に配慮し、安全に十分注意する。
(4) 集草作業と併せて堆積落葉及び枯れ枝等の収集処分を行うものとする。
(5) 発生材は、場外処分とする。
(6) 業務の履行確認として、「写真管理」を行うものとする。
「写真管理」については、以下のとおりとする。
①業務写真はカラーとする。
②撮影場所は、業務全体が把握できるように数箇所とする。
③撮影時は、作業前、作業中（実施状況）、作業完了後とし、同アングルで撮影すること。
(7) 委託業務が完了したときは、遅延なく業務完了報告書を提出すること。

３ 業務期間
契約締結日から令和９年３月３１日（火）まで

４ 業務場所
　 南阿蘇村桜公園内　約２２ha（別紙参照）

5　その他
（１）この仕様書に記載のない事項については、担当者に照会すること。
（２）業務の履行にあたっては事故がないよう十分に注意すること。
